
10．運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

（1） 運営費交付金債務の増減の明細 （単位：円）

（2） 運営費交付金債務の当期振替額の明細

① 平成２６年度交付分
（単位：円）

（注）医療リハ・せき損については、自己収入により固定資産を取得しているため、それに係る費用等について、運営費交付金

の収益化の取扱が本部及びその他（医療リハ・せき損以外）の交付金施設と異なっております。

平成26年度 - 7,111,072,000 6,524,546,848 112,830,681 0 6,637,377,529 473,694,471

計 - 7,111,072,000 6,524,546,848 112,830,681 0 6,637,377,529 473,694,471

交付金当
期交付額

期首残高交付年度 期末残高

当期振替額

運営費交
付金収益

資産見返運
営費交付金

資本剰余金 小 計

金 額 内 訳

運 営 費 交
付 金 収 益

業 務 達 成 資 産 見 返 運
基 準 に よ 営 費 交 付 金
る 振 替 額

①期間進行基準を採用した業務：看護専門学校事業、治療就労両立支援センター
運 営 費 交 事業の業務経費
付 金 収 益

②当該業務に係る損益等
ｱ）損益計算書に計上した費用の額：913,517,691

資 産 見 返 運 （謝金：433,484,713、雑役務費：66,104,304
期 間 進 行 営 費 交 付 金 業務委託費：91,435,687、その他経費：322,492,987）
基 準 に よ ｲ）自己収入に係る収益計上額：511,913,520
る 振 替 額 （医業収入：64,865,789、雑収入：433,564,973

その他収益：13,482,758)
ｳ）固定資産の取得額：46,875,398

（器具備品等：46,875,398）

③運営費交付金の振替額の積算根拠
期間が経過したので、財源として予定されていた運営費交付金の計画額を収
益化

①費用進行基準を採用した業務：当機構の業務のうち、運営費交付金により財源
措置がなされない労災病院事業及び看護専門学校事業、治療就労両立支援セン
ター事業の業務経費以外

運 営 費 交
付 金 収 益 ②当該業務に係る損益等

・本部及びその他（医療リハ・せき損以外）の交付金施設
ｱ）損益計算書に計上した費用の額：5,404,213,881

（役職員人件費：3,569,470,485、謝金：614,554,929
賃借料：556,255,839、業務委託費：188,728,982
その他経費：475,203,646)

ｲ）自己収入に係る収益計上額：46,821,980
資 産 見 返 運 （雑収入：18,096,420、その他の収益：28,725,560）
営 費 交 付 金 ｳ）固定資産の取得額：65,955,283

費 用 進 行 （器具備品等：65,955,283）
基 準 に よ ・医療リハ・せき損
る 振 替 額 ｱ）損益計算書に計上した費用の額：5,044,800,257

（役職員人件費：2,925,609,235、謝金：281,348,525
雑役務費：169,131,780,業務委託費：306,360,692、
材料費：901,164,615、その他経費：461,185,410)

ｲ）自己収入に係る収益計上額：4,229,388,991
（医業収入：4,205,551,730、雑収入：13,264,791

その他収益：10,572,470)

③運営費交付金の振替額の積算根拠
・本部及びその他（医療リハ・せき損以外）の交付金施設

費用5,404,213,881－自己収入等41,189,495
＝5,363,024,386

・医療リハ・せき損
費用5,044,800,257＋資産取得117,917,822－自己収入等4,394,691,219
＝768,026,860

区 分

0

－（業務達成基準を採用した業務は無い）
0

資 本 剰 余 金 0

計 0

393,495,602

46,875,398

0資 本 剰 余 金

計 440,371,000

6,131,051,246

65,955,283

0資 本 剰 余 金

6,197,006,529計

会計基準第81第３項
0 －（会計基準第81第3項による振替額は無い）

による振替額

合 計 6,637,377,529



(3) 運営費交付金債務残高の明細

（単位：円）

業 務 達 成

基準を採用

し た 業 務

に 係 る 分

○期間進行基準を採用する業務は、当機構の業務のうち、看護専門学校事業及び

期 間 進 行 治療就労両立支援センター事業の業務経費

基準を採用

し た 業 務 ○計画どおりに本事業年度に実施すべき業務を実施し、対応する運営費交付金を

に 係 る 分 収益化したため、運営費交付金債務の翌事業年度への繰越額は無い。

○費用進行基準を採用する業務は、当機構の業務のうち、運営費交付金により財源

措置がなされない労災病院事業及び看護専門学校業務、治療就労両立支援センタ

ー事業の業務経費以外

費 用 進 行

基準を採用 ○運営費交付金債務残高の発生理由は、経費節減・効率化に努めたこと等による

し た 業 務 経費の減少に伴い、運営費交付金の収益化額が計画を下回ったもの。（注：運

に 係 る 分 営費交付金の収益化については、自己収入を優先的に充てることとしている。）

○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度以降で

収益化あるいは資産見返運営費交付金に振替える予定である。

0

残高の発生理由及び収益化等の計画
金債務残高

計

－（業務達成基準を採用した業務は無い）

平成26年度

473,694,471

473,694,471

交付年度
運営費交付

0


